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飯山市消防団員の処遇等検討委員会（第２回）次第 

 

日 時 令和 4年 9月 21日（水）15時 30分～ 

                       場 所 飯山市役所４階全員協議会室  

１ 開 会 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 前回の会議概要 

 

４ 会議事項 

 （１）年額報酬について（資料１） 

 

 

 

 

 

 

 （２）出動手当について（資料２） 

 

 

 

 

 

 

（３）年額報酬等の個人支払いについて（資料３） 

 

 

 

 

 

 

５ その他 

  次回の会議日程 

   日時：  月  日（ ）  時  分～ 

   場所：市役所４階 

   内容：消防団員定数、組織編成、機能別消防団員の導入 等 

 

６ 閉 会 



①飯山市消防団の年額報酬の現状と比較
資料１

階級 飯山市 条例平均額 交付税単価

団長 199,600円 144,785円 82,500円

副団長 142,000円 104,438円 69,000円

分団長 133,200円 74,010円 50,500円

特科長 72,400円 ー ー

副分団長 51,500円 54,460円 45,500円

部長 36,200円 45,366円 37,000円

班長 24,800円 36,387円 37,000円

団員 11,500円 30,925円 36,500円

階級別条例平均額及び交付税単価（R2.4.1） 年額報酬（階級：団員）の平均額：団体規模別

団体規模 平均額

政令市 38,331円

中核市 33,462円

一般市 33,179円

町村 28,688円

※以下R4.1.26現在

長野県内全市町村 28,655円

長野県内全市 27,647円

飯山市 11,500円

長野県最低賃金（R4/10/1～）
×活動時間5か年平均※1

会計年度任用職員時給
×活動時間5か年平均※1

予備自衛官

908円/h×56h=50,848円 912円/h×56h=51,072円 月額4,000円×12ヶ月=48,000円

※1 活動時間の5か年平均は、出動手当が支給されない「夜警・年末夜警（時間/年）」を採用。

（R2.4.1）



活動内容等 / 年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 合計 5か年平均

式典
時間 件数 5 1 3 1 2.5 1 0 0 0 0 10.5h 0.6件 3.5h 1件

延べ人数 402 344 333 0 0 1,079人 360人

訓練
時間 件数 10.5 2 10 3 12.5 3 8.5 3 4.5 2 46h 13件 9.2h 2.6件

延べ人数 424 654 536 357 146 2,117人 423人

夜警
年末夜警

時間 件数 56 17 56 17 56 17 56 17 56 17 280h 85件 56h 17件

延べ人数 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 9,900人 1,980人

火災
時間 件数 50 9 48 8 44 9 55 10 63 10 260h 46件 52h 9.2件

延べ人数 470 504 486 676 904 3,040人 608人

水害
時間 件数 32 3 24 1 58.5 14 38 4 44 3 196.5h 25件 39.3h 5件

延べ人数 663 30 908 459 663 2,723人 545人

捜索
時間 件数 34 7 23 4 27 6 0 0 1 1 85h 18件 17h 3.6件

延べ人数 206 471 358 0 24 1,059人 212人

警戒
時間 件数 814 40 15 4 12 2 17 10 0 0 858h 56件 172h 11.2件

延べ人数 709 85 46 267 0 1,107人 221人

合計
時間 件数 1001.5 79 179 38 212.5 52 174.5 44 168.5 33 1,736h 243.6件

延べ人数 4,854 4,068 4,647 3,739 3,717 21,025人

…年額報酬算出参考活動 …活動時間5年平均※1飯山市消防団活動内容別年度別出動状況



消防団員年額報酬支払額

※特科隊（機械係、救護隊、警鐘係、ラッパ隊）の人数については、重複している役職のため、合計には含めていない。
年額報酬が５万円を超えるものは課税対象

●消防団員年額報酬を上げた場合の試算（令和３年度ベース）

※増加額 33,139,900円ー16,196,700円＝16,943,200円
令和4年度以降も年額報酬は普通交付税等で措置予定

階級 団長 副団長 分団長 特科長 副分団長 部長 班長 団員 特科隊※ 合計

人数 1 2 9 2 9 44 174 516 480 757

単価：円 199,600 142,000 133,200 72,400 51,500 36,200 24,800 11,500 4,300 ―

合計：円 199,600 284,000 1,198,800 144,800 463,500 1,592,800 4,315,200 5,934,000 2,064,000 16,196,700

税額：円 20,900 15,000 56,700 4,434 14,193 ― ― ― ― ―

支給総額：円 178,700 269,000 1,142,100 140,366 449,307 1,592,800 4,315,200 5,934,000 2,064,000 16,085,473

●現状（令和３年度）

階級 団長 副団長 分団長 特科長 副分団長 部長 班長 団員 特科隊※ 合計

人数 1 2 9 2 9 44 174 516 480 757

単価：円 199,600 142,000 133,200 72,400 64,300 53,500 43,000 36,500 4,300 ―

合計：円 199,600 284,000 1,198,800 144,800 578,700 2,354,000 7,482,000 18,834,000 2,064,000 33,139,900

税額：円 20,900 15,000 56,700 4,434 17,721 72,072 ― ― ― ―

支給総額：円 178,700 269,000 1,142,100 140,366 560,979 2,281,928 7,482,000 18,834,000 2,064,000 32,953,073

事務局案：「団員」を標準額である「36,500円」とし、副
分団長から班長までを条例平均額の職責加算により計算



②飯山市消防団の出動手当の現状と比較

団体規模
種別

火災 風水害 警戒 訓練

政令市 3,973円 3,668円 3,248円 3,198円

中核市 3,045円 3,050円 2,686円 2,601円

一般市 2,776円 2,808円 2,483円 2,388円

町村 3,042円 3,089円 2,686円 2,687円

※以下R4.1.26現在

長野県内全市町村 5,781円 5,781円 5,781円 ー

長野県内全市 5,035円 5,035円 5,035円 ー

飯山市 1,500円 1,500円 1,500円 1,000円

長野県最低賃金（R4/10/1～）
×1日当たりの勤務時間（日額）

会計年度任用職員時給
×1日当たりの勤務時間（日額）

予備自衛官（日額）

908円/h×7.75h=7,037円 912円/h×7.75h=7,068円 8,100円

資料２

出動手当の平均額：団体規模別（R2.4.1）

※各団体が「１回の出動」とする額を、単純に平均したもの



消防団員出動手当等支払額
●現状（令和３年度）

火災等（1件） 1,500円 訓練等（1件） 1,000円

活動内容等 / 年度 R3年度

式典
時間 件数 0 0

延べ人数 0

訓練
時間 件数 4.5 2

延べ人数 146

訓練等 4,000円×146 584,000円

火災

時間 件数 63 10

延べ人数 904

※8,000円×904 7,232,000円

水害

時間 件数 44 3

延べ人数 663

※8,000円×663 5,304,000円

捜索

時間 件数 1 1

延べ人数 24

※8,000円×24 192,000円

警戒

時間 件数 0 0

延べ人数 0

※8,000円×0 0円

火災等 8,000円×1,591 12,728,000円

消防団員出動手当等を上げた場合の試算
（令和３年度ベース）

【参考】
5か年平均

式典

3.5h 1件当たり

訓練

3.5h 1件当たり

火災

5.6h 1件当たり

水害

7.8h 1件当たり

捜索

4.7h 1件当たり

警戒

15.3h 1件当たり

活動内容等 / 年度 R3年度

式典
時間 件数 0 0

延べ人数 0

訓練
時間 件数 4.5 2

延べ人数 146

訓練等 1,000円×146 146,000円

火災

時間 件数 63 10

延べ人数 904

1,500円×904 1,356,000円

水害

時間 件数 44 3

延べ人数 663

1,500円×663 994,500円

捜索

時間 件数 1 1

延べ人数 24

1,500円×24 36,000円

警戒

時間 件数 0 0

延べ人数 0

1,500円×0 0円

火災等 1,500円×1,591 2,386,500円

火災等（1日）
4時間以上

8,000円

訓練等（1日） 4,000円
火災等（1日）
4時間未満

4,000円

事務局案

※最大8,000円で試算

※最大8,000円で試算

※最大8,000円で試算

※最大8,000円で試算

令和4年度以降も
出動報酬は特別交
付税等で措置予定



資料３飯山市消防団の年額報酬等の個人支払いについて

団員報酬及び出動手当の個人支払いに対する懸案事項（R4.8月調査実施）

しっかりと活動した人が損することなく、不正と思われるようなことをし
なくても良い制度にして欲しい。

各部の会計の負担が減ると思うので賛成。

基本的に報酬金額が安いと思う。時間と労力に見合っていないことが多い。

確実に入金され良いと思う所と現金で欲しい方もいるので選択にしても良
いと思う。マイナンバーと紐付できる等、今後検討して良いと思う。

個人情報の管理を徹底してもらえれば、各個人口座へ振込みが良いと思う。

口座が普通であり、幽霊団員分は不要。①

現行では団活動に全く参加しない団員にも報酬が支払われているため、参
加している団員から不満の声が上がっている。個人支払移行時に考慮願い
たい。①

可能であれば、団員すべてのマイナンバーを登録して、口座に振り込む。

消防団としての手間は減るが、団員の報酬振込口座の個人情報の収集はど
のように行うのか検討が必要に思う。

出動、出席（訓練、式典など）の情報が正確に伝わるのか。振込み間違い
があっても確認のしようがない。②

個人支払いの場合、活動に参加していない団員にも支払われるか不安。①

幽霊部員の報酬分の分散配当

個人払いだと1～2回/年でも満額支給のため、毎回出動（作業等）してい
る人のモチベーションが下がり、活動自体が縮小していく事が考えられる。

現在は出動の多少により報酬を個別に増減しているため、一律支給は不満
が出る。

登録者に一律支給の場合、出役の回数で不公平感が出ると思う。

出欠席の管理は各分団及び各部で現在、行っている状況の中で出席率、貢
献度で左右する報酬の管理はどうするのか。管理方法を明確に教えてもら
いたい。

個人情報の流出に対する不安。

年額報酬等の支払いの現状

団本部員及び幹部（副分団長以上）は個人支払い、その他の団員は
分団へ支払い

【令和5年度年額報酬及び出動報酬支払時期】
●R5.10月 令和5年出動報酬支払（令和5年4月～9月）
●R5.12月 年額報酬支払
●R6.4月 出動報酬支払（令和5年10月～3月）

方針 上記のその他の団員に対し個人へ直接支払う

【個人支払いをする際の課題】
①団活動に全く参加をしない団員に対し、年額報酬が
支払われる。

②出動、出席の情報の把握

【課題の解消策】
①特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例
第2条第4項を適用する。【参考資料P39】

※第１項及び第２項の規定にかかわらず、その年度又はその月のうち全く
職務に従事しない者には、その年度又はその月の報酬は、支給しない。

②システムを導入し、出動、訓練、式典を時間単位で管理する。


